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国民健康保険事業費納付金とは
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⚫ 市町がR8年度県に収める経費
（法令による負担）

⚫ 次の経費の支払いに充てられる
• 普通交付金（保険給付費）
• 前期高齢者納付金 等
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◼ 県が保険給付費等交付金の交付等を行う為に市町から徴収するものです。

◼ 市町は、『納付金と保健事業費（歳出）』と『交付金等の歳入（税収を除く）』を差し引い
た残額を税として被保険者に賦課し徴収しています。

◼ 県は毎年度、次年度の国民健康保険事業費納付金を算定しており、市町へ通知します。

今回報告事項

国費・県費
の公費等
（県単位）

保険税として
集めるべき額
（県単位）

20市町で按分

（被保険者数、所得・医療

費水準を反映）

国民健康保険事業費納付金の全体像
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国民健康保険税とは

国民健康保険税とは、県内被保険者の保険給付費等の財源となるものです。
※保険給付費等とは保険者から支給される医療費や手当金（出産育児一時金など）をさします。

◼ 基本的には保険給付費が少ないと税は低くなり、保険給付費が多くなれば税は上がります。

◼ 国民健康保険税は大きく４種類の用途に分かれています※次スライド参考

◼ 当県では国民健康保険税を３つの区分ごとに算定しており、【所得割】、【均等割】、【平等割】
があり、３区分を合算し１年間に複数回に分けて納めていただいています。

◼ 県は保険給付費の見込みをたて、被保険者数の増減や被保険者の所得の増減、その他公費
を考慮し収支均衡がとれるよう『国民健康保険事業費納付金』を市町毎に算定し、市町はそ
の納付金を収められるよう来年度の国民健康保険税を設定します。
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市町毎の国民健康保険税算定の流れ



国民健康保険税の内訳

・令和８年度より医療保険者が国に納付する拠出金であり、市町は国民健康保
険税に『子ども・子育て支援金』として新たに賦課徴収することとなります。

国民健康保険税⁼
医療分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分
子ども・子育て
支援納付金分

Ｒ８. ４～

【子ども・子育て支援納付金とは】

・子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充等の財源に充てられます。
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参考：子ども・子育て支援金制度とは

（参考）こども家庭庁資料
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国民健康保険事業費納付金算定の条件について
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⚫ 保険給付費 ６７１億円
市町による令和８年度保険給付費見込の合算

⚫ 市町に交付される公費の相互扶助割合（今年度７割 来年度８割）
保険税率の一本化に伴い、令和３年度より段階的に割合を上げており、令和９年度は10割相互扶助される。
納付金として徴収し、県全体の歳出経費に充てることで県全体の税率を抑制することができる。

⚫ 市町医療費指数反映係数αの割合（今年度3割 来年度２割）
保険税率の一本化に伴い、令和３年度より段階的に割合を下げており、令和９年度は反映しない。

医療費指数による納付金の差を生じさせない ＝ 医療費指数による市町ごとの税率変動を抑える。

⚫ その他
国が提示する各種公費の額

事業費納付金を算定するには、まず県全体の保険給付費などの見込みをたてなくてはいけません。

令和８年度の事業費納付金は、今回下記の見込みなどを条件とし市町ごとに算定しています。

※算定において、後期分、介護分及び子ども分については国から必要額が示されるものであるため、医療分の算定条件のみ提示。

国民健康保険事業費納付金算定条件について ※一部抜粋



令和８年度の見込みを条件とし国民健康保険事業費納付金を算定した結果は、別紙①
のとおりです。

（参考）県全体及び算定時の１人当たりの納付金額について

・令和８年度国民健康保険事業費納付金 247億円

令和７年度より６億円減少している（被保険者数の減少が主な要因）

・令和８年度１人あたり国民健康保険事業費納付金 20万円

令和７年度より２千円増加している（子ども・子育て支援納付金の増加分）
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国民健康保険事業費納付金算定結果について
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